
第２７号

平成２４年度徳島県一般会計補正予算（第４号）の専決処分の承認について

地方自治法第１７９条第１項の規定により，平成２４年度徳島県一般会計補正予算（第４号）を次のとおり専決処分し

たので，同条第３項の規定により報告し，承認を求める。

平 成２４年１１月２６日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門
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平成２４年度徳島県一般会計補正予算（第４号）

平成２４年度徳島県一般会計の補正予算（第４号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５４８，１４５千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４７１，１７０，１１９千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表歳入歳出予算補正」による。

平 成２４年１１月１６日 専 決

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

９ 国 庫 支 出 金 ５３，９３１，９３４ ５４８，１４５ ５４，４８０，０７９

３ 委 託 金 １，０４３，０３４ ５４８，１４５ １，５９１，１７９

歳 入 合 計 ４７０，６２１，９７４ ５４８，１４５ ４７１，１７０，１１９

千円 千円 千円
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歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

２ 総 務 費 ２７，６６２，２３４ ５４８，１４５ ２８，２１０，３７９

５ 選 挙 費 ４１，３５８ ５４８，１４５ ５８９，５０３

歳 出 合 計 ４７０，６２１，９７４ ５４８，１４５ ４７１，１７０，１１９
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千円 千円 千円
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